
令

和

二

年

九

月

令
和
二
年
九
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案

文

京

区



議
案
第
二
十
六
号
　
　
文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
頁

議
案
第
二
十
七
号
　
　
文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
頁

議
案
第
二
十
八
号
　
　
文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
頁

議
案
第
二
十
九
号
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
頁

議
案
第
三
　
十
号
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
頁

議
案
第
三
十
一
号
　
　
文
京
区
六
義
公
園
運
動
場
管
理
事
務
所
棟
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
頁

目
　
　
　
　
　
次

１１





１

議
案
第
二
十
六
号

文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
七
月
文
京
区
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
）
付
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

付
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

第
十
七
条
　
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。）

第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
う
ち
、
区
長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ

り
生
じ
た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
法
附

則
第
六
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附

金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
十
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。



２

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）

第
十
八
条
　
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
十
五
年
度
」

と
あ
る
の
は
、
「
令
和
十
六
年
度
」
と
す
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附

金
税
額
控
除
の
特
例
を
設
け
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



３

議
案
第
二
十
七
号

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条
　
文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
６５
の
１１
の
項
中
「
第
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
６１
の
４
の
項
中
「
第
一
条
の
五
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
表
６１
の
５
の
項
中
「
第
一
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第

二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
６５
の
３
の
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
６５
の
５
の

項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
６５
の
１１
の
項
中
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
を
「
第
十
四
条

第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
表
６５
の
１３
の
項
中
「
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）



４

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



５

議
案
第
二
十
八
号

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。





７

議
案
第
二
十
九
号

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
電
気
設
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

記

一
　
契
約
の
目
的
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
電
気
設
備
工
事

二
　
契
約
の
方
法
　
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約

三
　
契

約

金

額
　
　
金
八
億
八
千
九
百
六
十
八
万
円

四
　
契
約
の
相
手
方
　
　
末
廣
屋
・
宝
・
青
木
建
設
共
同
企
業
体

構
成
員
（
代
表
者
）

東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
二
十
三
番
八
号

末
廣
屋
電
機
株
式
会
社
東
京
支
店

支
店
長
　
杉
山
秀
儀

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
十
六
番
二
号

宝
電
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
横
田
正
寿



８

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
小
石
川
二
丁
目
三
番
二
十
五
号

株
式
会
社
青
木
電
機
工
業
所

代
表
取
締
役
　
青
木
崇

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。

（
参
　
　
考
）

一
　
工
　
　
　
期
　
　
契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

二
　
支
出
科
目
等
　
　
令
和
二
年
度
　
一
般
会
計
　
教
育
費
　
学
校
教
育
費

令
和
三
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
四
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
五
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
六
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
七
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
八
年
度
　
債
務
負
担
行
為



９

議
案
第
三
十
号

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

記

一
　
契
約
の
目
的
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事

二
　
契
約
の
方
法
　
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約

三
　
契

約

金

額
　
　
金
七
億
千
九
十
四
万
千
円

四
　
契
約
の
相
手
方
　
　
精
研
・
Ｒ
Ｅ
Ｃ
・
日
管
建
設
共
同
企
業
体

構
成
員
（
代
表
者
）

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
十
五
番
十
七
号

株
式
会
社
精
研
東
京
本
社

東
京
本
社
代
表
常
務
取
締
役
　
伊
豆
田
久
雄

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三
丁
目
四
十
六
番
二
号

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｃ
東
京
支
店

支
店
長
　
竹
内
等



１０

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
湯
島
一
丁
目
十
一
番
五
号

株
式
会
社
日
管
設
備

代
表
取
締
役
　
富
永
光
孝

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。

（
参
　
　
考
）

一
　
工
　
　
　
期
　
　
契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

二
　
支
出
科
目
等
　
　
令
和
二
年
度
　
一
般
会
計
　
教
育
費
　
学
校
教
育
費

令
和
三
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
四
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
五
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
六
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
七
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
八
年
度
　
債
務
負
担
行
為



１１

議
案
第
三
十
一
号

文
京
区
六
義
公
園
運
動
場
管
理
事
務
所
棟
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
三
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修
　
　
　
　

文
京
区
六
義
公
園
運
動
場
管
理
事
務
所
棟
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
元
年
七
月
二
日
契
約
第
四
千
二
百
三
十
二
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
六
義
公
園
運
動
場
管
理
事
務
所
棟
改
築
工
事
請
負
契

約
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
。

記

一
　
契
約
の
目
的
　
　
文
京
区
六
義
公
園
運
動
場
管
理
事
務
所
棟
改
築
工
事

二
　
契
約
の
方
法
　
　
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約

三
　
契

約

金

額
　
　
金
二
億
千
四
百
五
十
四
万
二
千
九
百
円

（
変
更
前
の
契
約
金
額
　
金
二
億
九
百
八
十
八
万
円
）

四
　
契
約
の
相
手
方
　
　
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
一
番
十
三
号

株
式
会
社
小
野
組

代
表
取
締
役
社
長
　
小
野
敬
語

（
説
　
　
明
）



１２

工
事
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六

条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月

文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

（
参
　
　
考
）

一
　
工
　
　
期
　
　
令
和
元
年
七
月
三
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

（
変
更
前
の
工
期
　
令
和
元
年
七
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
）

二
　
支
出
科
目
　
　
令
和
元
年
度
　
一
般
会
計
　
総
務
費
　
施
設
管
理
費

令
和
二
年
度
　
一
般
会
計
　
総
務
費
　
施
設
管
理
費


